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　⑴　出 願 資 格
　　　　　　下記のいずれかに該当する者。
　　　　　①　高等学校もしくは中等教育学校を卒業または平成23年3月卒業見込みの者。
　　　　　②　学校教育法施行規則第77条の５の規則により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認められた者および平成23年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
　　　　　　なお、学校教育法施行規則第77条の５に基づく出願を行う場合にはあらかじめ本校入試事務局に出

願資格の確認を行って下さい。

　⑵　出 願 手 続
　　　　　　出願する者は、下記の書類を一括して、本校所定の封筒に入れて郵送して下さい。
　　　　　　出願書類受理後、受験票に受験番号を記載し送付します。受験票が到着しない場合は、お問い合わ

せ下さい。なお、受理した出願書類・入学検定料は返還いたしません。

　　〈出願に要する書類等〉
　　　　　①　入学願書・受験票・写真票
　　　　　　　本校所定の用紙に写真（縦４㎝・横３㎝、半身脱帽、３ヶ月以内に撮影したもの各１枚、合計３

枚）を貼付したものを提出して下さい。
　　　　　②　調　査　書
　　　　　　　出身高等学校長が作成し、厳封したものを提出して下さい。なお、出身学校によっては卒業年度

により記録が廃棄されていることがあります。その場合はその旨ご連絡願います。
　　　　　　　高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定含む）合格（見込）者は、認定試験合格（見込）

証明書および認定試験成績証明書を提出して下さい。
　　　　　　　なお、大学または短期大学等卒業者についても出身高等学校の調査書が必要です。
　　　　　③　受験票返送用封筒
　　　　　　　本校所定の封筒に、必要事項を明記し、切手を貼付して下さい。
　　　　　④　合否通知書用あて名シール
　　　　　　　本校所定の用紙に、必要事項を明記して下さい。
　　　　　⑤　入学検定料払込金受領証
　　　　　　　本校所定の用紙にて、入学検定料（30,000円）を郵便局にて払込み（ATM可）、領収済の受領

証を所定欄に貼付して下さい。
　　　　　※健康診断について
　　　　　　　健康診断書の提出は必要ありません。ただし、身体に障害がある方などの場合、あらかじめ本校

まで問い合わせ願います。必要に応じて健康診断書の提出を求めることがあります。
　　　　　※すでに平成23年度の本校入学試験を受験された方で、内容等に変更がない場合には調査書の提出を

省略することができます。この場合、すでに出された書類をそのまま使用します。

　⑶　第二志望について
　　　　　　第二志望のある者のみ、入学願書の志望学科の所定欄に記入して下さい。

　⑷　出 願 期 間
　　　　　　平成23年２月21日（月）～平成23年3月12日（土）当日消印有効
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　⑸　出 願 先
　　　　　　土佐リハビリテーションカレッジ
　　　　　　〒781－5103　高知市大津乙2500番地2　　電話　088－866－6119

　⑹　試 験 日
　　　　　　平成23年3月17日（木）
　⑺　試 験 会 場
　　　　　　本校（26ページ参照）

　⑻　選 抜 方 法
　　　　　　国語総合・数学Ｉ・面接等を総合評価し、判定します。
　　　　　　本校は面接を重要視しています。面接にあたっては、理学療法士、作業療法士としての適性も評価

します。人と話をし、相手の気持ちを理解できる明るい性格を持った学生を求めています。

　⑼　試 験 時 間 割
　　　

　　　　

時　　　間 内　　　容 備　　　　　　　考
８：30～９：20 受 付 ・ 入 室 受付にて受験票を提示
９：20～９：30 注 意 事 項 説 明
９：30～10：30 国 語 総 合 古文・漢文を除く
10：30～10：50 休憩・注意事項説明
10：50～11：50 数 学 Ⅰ
11：50～13：00 昼 食 ・ 休 憩
13：00～16：00 面 接 志望学科の面接

　　　　※志願状況によっては面接時間等を変更する場合があります。

　⑽　配 点

　　　　
国　語　総　合 100 点
数　　学　　Ⅰ 100 点

　⑾　合格発表・入学手続
　　　　　＊合格発表日・・平成23年3月19日（土）　午前8時30分
　　　　　　　本校に合格者の受験番号を掲示するとともに、受験者に合否を通知します。（電話等での問い合

わせには一切応じません。）
　　　　　　　なお、希望者には、電子郵便により「合格者受験番号一覧表」を即日発送（13：00以降配達予

定）しますので、本校所定の用紙で出願時に申し込んで下さい。

　　　　　＊入学手続期間・・平成23年3月22日（火）～平成23年3月25日（金）
　　　　　　　合格者は送付される入学案内書に従い、期間内に学納金等を納入し、手続書類を提出して下さい。

　⑿　追加合格について
　　　　　　　合格者の辞退により、欠員が生じた場合に限り、追加合格とする場合があります。追加合格該当

者には電話にて連絡を行い、本人の入学意志を確認します。
　　　　　　　なお、追加合格となる可能性がある場合は、通知書にその旨を記載し、発送します。
　　　　　　　（上記電子郵便の合格者受験番号一覧表には記載しません。）　


